
　
市
で
は
、
小
学
校
就
学
前
の
乳
幼
児
を
対
象
に
、
医
療
費
の
一
部
を
助
成
し
て

い
ま
す
。

　
平
成
23
年
４
月
１
日
診
療
分
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
償
還
払
い
方
式
（
市
へ
の
窓

口
申
請
が
必
要
）
に
加
え
、
現
物
給
付
方
式
（
市
へ
の
窓
口
申
請
不
要
）
が
始
ま

り
、
医
療
機
関
で
の
保
険
診
療
分
の
支
払
い
が
「
福
祉
医
療
の
自
己
負
担
額
」
ま

で
で
済
む
よ
う
に
な
り
ま
す
。

●
福
祉
医
療
費
の
自
己
負
担
額
と
は

【
医
科
・
歯
科
】

　
医
療
機
関
ご
と
に
診
療
１
日
に
つ

　
き
８
０
０
円
、
月
上
限
１
６
０
０

　
円
ま
で

【
調
剤
薬
局
】

　
自
己
負
担
額
な
し

●
利
用
で
き
る
医
療
機
関
は

　
　
県
内
の
医
療
機
関
の
う
ち
、
県

　
と
乳
幼
児
医
療
費
の
現
物
給
付
に

　
つ
い
て
の
協
定
を
締
結
し
た
医
療

　
機
関
・
調
剤
薬
局

●
現
物
給
付
で
受
診
す
る
に
は

　
　
新
し
い
制
度
の
対
象
に
な
る
世

　
帯
に
は
、
公
費
負
担
者
番
号
が
記

　
載
さ
れ
た
福
祉
医
療
費
受
給
者
証

　
を
３
月
末
ま
で
に
郵
送
し
ま
す
。

　
医
療
機
関
の
窓
口
で
毎
回
こ
の
受

　
給
者
証
の
提
示
が
必
要
と
な
り
ま

　
す
の
で
、
大
切
に
保
管
し
て
く
だ

　
さ
い
。

●
ひ
と
り
親
福
祉
医
療
費
の
受
給
資

　
格
者
に
つ
い
て

　
　
現
在
、
ひ
と
り
親
医
療
費
の
受

　
給
資
格
の
あ
る
人
で
、
小
学
校
就

　
学
前
の
乳
幼
児
に
つ
い
て
は
、
平

　
成
23
年
４
月
１
日
か
ら
乳
幼
児
福

　
祉
医
療
費
の
受
給
資
格
へ
変
更
し

　
ま
す
。
該
当
す
る
人
に
は
、
新
し

　
い
受
給
者
証
を
３
月
末
ま
で
に
郵

　
送
し
ま
す
。
（
特
別
な
手
続
き
は

　
不
要
で
す
）

※
４
月
以
降
も
領
収
書
が
あ
れ
ば
、

　
従
来
ど
お
り
「
償
還
払
い
」
の
支

　
給
申
請
も
受
け
付
け
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

　
こ
ど
も
支
援
グ
ル
ー
プ
　
こ
ど
も

　
家
庭
班
　
☎
　
１
１
１
１
　
内
線

　
２
７
８
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乳
幼
児
福
祉
医
療
費
助
成
制
度
が
変
わ
り
ま
す

平
成
23
年
４
月
診
療
分
か
ら
「
現
物
給
付
方
式
」
が
始
ま
り
ま
す

kosodate
information

新しい制度
（現物給付方式）

これまでの制度
（償還払い）

医療機関等受  給  者 医療機関等受  給  者

市  役  所 市  役  所

①受給者証と保険

　証を提示　　　

福祉医療の自己

負担金の支払い

１日上限800円
月上限1600円

①医療費の支払

②領収書を発行

②福祉医療費の請求

③福祉医療費の支払

③申請書の提出

④助成額の支給


